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6
監
査
委
員
の
意
見

平
成
22年

８
月
９
日

山
梨
県
知
事
　
横
　
内
　
正
　
明
　
殿

山
梨
県
監
査
委
員
　
輿
　
　
水
　
　
修
　
　
策

同
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
込
　
　
孝
　
　
元

同
　
　
　
　
　
　
　
土
　
　
屋
　
　
　
　
　
直

同
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
　
　
　
　
　
　
　
伸

平
成
21年

度
山
梨
県
公
営
企
業
会
計
の
決
算
審
査
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
第
30条

第
2項
の
規
定
に
基
づ
き
審
査
に
付
さ
れ
た
、
平
成
21年

度
山
梨
県
公
営
企
業
会
計
の
決
算
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。

Ⅰ
審
査
の
対
象

平
成
21年

度
　
山
梨
県
営
電
気
事
業
会
計
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平
成
21年

度
　
山
梨
県
営
温
泉
事
業
会
計

平
成
21年

度
　
山
梨
県
営
地
域
振
興
事
業
会
計

平
成
21年

度
　
山
梨
県
営
病
院
事
業
会
計

Ⅱ
審
査
の
手
続

平
成
21年

度
山
梨
県
公
営
企
業
会
計
の
決
算
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
各
事
業
が
地
方
公
営
企
業
法
そ
の
他
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
、
常
に
経
済
性
を
発
揮
し
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
公
共
の
福
祉
を
増

進
す
る
よ
う
運
営
さ
れ
て
い
る
か
、
決
算
書
類
が
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
、
検
証
す
る
た
め
、
決
算
書
、
決
算
附
属
書
類
、
諸
帳
簿
、
証
拠
書
類
等
に
つ
い

て
照
査
し
、
関
係
職
員
か
ら
説
明
を
求
め
、
さ
ら
に
定
例
監
査
及
び
例
月
現
金
出
納
検
査
の
結
果
を
参
考
に
し
て
審
査
を
行
っ
た
。

Ⅲ
審
査
の
結
果
及
び
意
見

各
事
業
会
計
ご
と
の
審
査
の
結
果
及
び
意
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
に
お
い
て
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
1
）
平
成
21年

度
山
梨
県
営
電
気
事
業
会
計

意
　
　
　
　
　
　
　
見

審
査
に
付
さ
れ
た
決
算
諸
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
及
び
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
事
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
。

事
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
に
沿
っ
て
概
ね
良
好
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

１
　
経
営
状
況
に
つ
い
て

平
成
21年

度
の
経
営
状
況
は
、
6億
5,309万

509円
の
純
利
益
を
上
げ
て
い
る
。

前
年
度
に
比
べ
2,894万

1,309円
の
増
と
な
っ
て
お
り
、
経
常
収
支
比
率
は
122.2％

で
あ
り
健
全
な
経
営
に
努
め
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
21年

度
の
純
利
益
が
前
年
度
よ
り
増
加
し
た
の
は
、
年
間
を
通
し
て
効
率
的
な
取
水
が
確
保
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
供
給
電
力
量
が
上
昇
（
対
前
年
度
比
115.8％

）
し
、
電
力
料
収
益
が
増
加
し

た
こ
と
や
、
支
払
利
息
等
の
圧
縮
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

２
　
経
営
管
理
に
つ
い
て

電
気
事
業
の
経
営
実
績
及
び
経
営
指
標
に
つ
い
て
は
概
ね
順
調
な
状
況
に
あ
る
。

今
後
と
も
経
営
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
積
立
金
の
計
画
的
な
積
み
立
て
と
適
切
な
管
理
を
行
い
、
財
政
基
盤
の
強
化
を
図
り
、
経
営
リ
ス
ク
を
軽
減
し
安
定
的
な
事
業
経
営
に
努
め
ら
れ
た
い
。

３
　
経
営
課
題
に
つ
い
て

公
営
電
気
事
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
電
力
小
売
り
の
部
分
自
由
化
や
、
将
来
的
に
は
電
力
の
全
面
自
由
化
も
検
討
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
ま
す
ま
す
厳
し
い
状
況
が
予
想
さ
れ
る
。

電
気
事
業
の
経
営
に
あ
た
っ
て
は
、
引
き
続
き
既
存
発
電
所
の
改
良
や
修
繕
を
計
画
的
に
進
め
、
経
営
の
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
水
力
発
電
の
安
定
供
給
や
太
陽

光
発
電
等
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
に
一
層
努
力
さ
れ
た
い
。

な
お
、
地
域
振
興
事
業
に
対
す
る
長
期
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
21年

度
に
4,000万

円
が
返
済
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
残
高
は
62億

5千
万
円
余
と
依
然
と
し
て
多
額
で
あ
る
。

地
域
振
興
事
業
が
抱
え
る
多
額
の
累
積
欠
損
金
、
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
に
伴
う
修
繕
費
用
の
増
加
等
の
要
因
を
考
慮
す
る
と
長
期
貸
付
金
の
回
収
に
は
相
当
な
期
間
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
後
も
、
長
期
貸
付
金
の
回
収
期
間
の
短
縮
を
念
頭
に
、
残
高
の
削
減
が
着
実
に
図
ら
れ
る
よ
う
対
応
さ
れ
た
い
。
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（
2）
平
成
21年

度
山
梨
県
営
温
泉
事
業
会
計

意
　
　
　
　
　
　
　
見

審
査
に
付
さ
れ
た
決
算
諸
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
及
び
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
事
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
。

事
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
に
沿
っ
て
概
ね
良
好
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

１
　
経
営
状
況
に
つ
い
て

平
成
21年

度
の
温
泉
事
業
の
経
営
状
況
は
、
1,557万

6,495円
の
純
利
益
を
上
げ
、
前
年
度
に
比
べ
655万

7,233円
の
減
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
経
営
収
支
比
率
に
つ
い
て
は
111.1％

と
健
全
な
経

営
に
努
め
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
景
気
の
悪
化
に
よ
る
石
和
温
泉
の
宿
泊
者
数
の
減
少
な
ど
か
ら
給
湯
量
・
温
泉
供
給
収
益
が
低
下
し
て
い
る
一
方
で
、
配
湯
管
の
移
設
に
よ
る
修
繕
費
や
委
託
費
の
増
加
等
に
よ
り

温
泉
管
理
費
が
増
加
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
給
湯
施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
送
湯
管
・
配
湯
管
の
敷
設
替
工
事
な
ど
の
投
資
も
引
き
続
き
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
経
営
環
境
に
つ
い
て
楽
観
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２
　
経
営
課
題
に
つ
い
て

温
泉
事
業
の
経
営
に
あ
た
っ
て
は
、
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
経
営
の
合
理
化
、
事
業
の
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
地
元
自
治
体
や
関
係
団
体
等
と
連
携
し
て
、
温
泉
資
源
の
保
護
と
地
域
振
興

の
た
め
、
な
お
一
層
努
力
さ
れ
た
い
。

（
3）
平
成
21年

度
山
梨
県
営
地
域
振
興
事
業
会
計

意
　
　
　
　
　
　
　
見

審
査
に
付
さ
れ
た
決
算
諸
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
及
び
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
事
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
。

事
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
に
沿
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

１
　
経
営
状
況
及
び
財
政
状
態
に
つ
い
て

平
成
16年

4月
か
ら
指
定
管
理
者
制
度
及
び
利
用
料
金
制
の
導
入
に
よ
り
、
民
間
企
業
の
参
画
を
得
た
新
た
な
経
営
・
運
営
体
制
が
発
足
し
て
6年
が
経
過
し
、
こ
の
間
利
用
者
数
は
、
平
成
15年

度
に

比
べ
増
加
し
て
い
る
。

平
成
21年

度
の
施
設
全
体
の
利
用
者
数
は
237,849人

で
前
年
度
に
比
べ
て
3,437人

の
増
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
事
業
で
2,493人

減
少
し
た
も
の
の
、
ゴ
ル
フ
事
業
で
1,409人

、
レ
ジ
ャ
ー
事
業
で
4,521人

増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
も
、
引
き
続
き
指
定
管
理
者
と
協
力
し
、
利
用
者
の
増
加
を
図
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

営
業
収
益
は
主
に
指
定
管
理
者
か
ら
の
納
入
金
等
1億
3,000万

2,915円
で
あ
り
、
営
業
費
用
は
減
価
償
却
費
や
借
地
料
等
2億
2,502万

711円
と
な
っ
た
。

こ
の
結
果
、
営
業
損
失
は
9,501万

7,796円
と
な
り
、
昨
年
度
よ
り
1,668万

9,773円
増
加
し
た
。

こ
れ
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
時
の
想
定
を
上
回
る
経
済
環
境
等
の
変
化
に
よ
る
経
営
へ
の
影
響
に
考
慮
し
、
協
定
書
に
よ
り
平
成
21、

22年
度
に
限
り
、
納
入
金
額
を
2,000万

円
減
額
し
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
は
、
指
定
管
理
者
の
経
営
状
況
を
注
視
し
な
が
ら
減
額
措
置
の
解
消
に
向
け
て
努
力
さ
れ
た
い
。

営
業
損
失
9,501万

7,796円
に
営
業
外
損
失
40万

248円
を
加
え
た
当
年
度
純
損
失
は
9,541万

8,044円
で
、
当
年
度
未
処
理
欠
損
金
は
33億

2,952万
2,236円

と
多
額
で
あ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

六
三

ま
た
、
長
期
借
入
金
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
損
益
勘
定
留
保
資
金
に
よ
る
返
済
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
残
高
は
62億

5,600万
円
余
と
依
然
と
し
て
多
額
で
あ
る
。
引
き
続
き
着
実
に
返
済
を
実
施

し
、
残
高
の
早
急
な
削
減
に
努
め
ら
れ
た
い
。

２
　
経
営
課
題
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
か
ら
の
納
入
金
の
減
額
、
多
額
の
累
積
欠
損
金
や
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
に
伴
う
修
繕
費
用
の
増
加
等
の
要
因
を
考
慮
す
る
と
、
厳
し
い
経
営
状
況
が
続
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
後
は
、
長
期
借
入
金
の
返
済
期
間
の
短
縮
な
ど
を
念
頭
に
、
様
々
な
角
度
か
ら
地
域
振
興
事
業
の
今
後
の
在
り
方
や
事
業
の
継
続
性
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
進
め
適
切
に
対
応
さ
れ
た
い
。

（
4）
平
成
21年

度
山
梨
県
営
病
院
事
業
会
計

意
　
　
　
　
　
　
　
見

審
査
に
付
さ
れ
た
決
算
諸
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
及
び
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
病
院
事
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
。

病
院
事
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
に
沿
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

１
　
経
営
状
況
に
つ
い
て

平
成
21年

度
の
病
院
事
業
全
体
の
経
営
状
況
は
、
5億
8,147万

1,899円
の
当
年
度
純
損
失
と
な
っ
て
い
る
が
、
平
成
20年

度
よ
り
4億
1,229万

9,533円
、
純
損
失
が
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
減
少
の

主
な
原
因
は
、
新
規
入
院
患
者
数
の
増
加
と
平
均
在
院
日
数
の
減
少
に
伴
い
診
療
単
価
が
上
昇
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
医
業
収
益
が
5億
1,756万

8,809円
増
加
し
た
一
方
、
平
成
20年

度
に
一
般
会
計
か

ら
の
繰
入
金
に
よ
り
企
業
債
の
繰
上
償
還
を
行
い
、
支
払
利
息
等
の
医
業
外
費
用
が
平
成
21年

度
に
お
い
て
減
少
し
た
た
め
で
あ
る
。

平
成
21年

度
の
純
損
失
の
原
因
は
、
医
業
収
益
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
中
央
病
院
建
設
に
伴
う
減
価
償
却
費
が
引
き
続
き
多
額
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

２
　
財
政
状
況
に
つ
い
て

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
71億

3,542万
1,320円

は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構
設
立
の
た
め
の
出
え
ん
金
29億

円
の
ほ
か
、
中
央
病
院
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
、
総
合
周
産
期
母
子

医
療
セ
ン
タ
ー
、
高
度
特
殊
医
療
等
の
経
費
や
企
業
債
償
還
金
に
充
当
さ
れ
て
い
る
。

病
院
事
業
は
、
平
成
14年

度
か
ら
平
成
21年

度
ま
で
連
続
8年
間
純
損
失
を
計
上
し
、
累
積
欠
損
金
は
152億

1,363万
5,457円

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
央
病
院
建
設
に
伴
う
減
価
償
却
費
で
あ

り
、
対
外
的
な
債
務
で
な
い
た
め
新
法
人
に
は
引
き
継
が
れ
ず
、
県
営
病
院
事
業
廃
止
に
伴
い
消
滅
す
る
。

ま
た
、
中
央
病
院
及
び
北
病
院
の
平
成
21年

度
末
現
在
の
患
者
負
担
金
の
未
収
金
は
、
4億
4,469万

1,348円
と
引
き
続
き
多
額
で
あ
り
、
こ
の
債
権
は
新
法
人
に
承
継
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
未
収
金

解
消
に
向
け
て
弁
護
士
法
人
に
債
権
回
収
業
務
を
委
託
す
る
な
ど
の
新
た
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
が
、
引
き
続
き
努
力
さ
れ
た
い
。

３
　
地
方
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
と
今
後
に
つ
い
て

病
院
事
業
の
経
営
は
、
平
成
22年

4月
1日
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構
に
承
継
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
経
営
は
、
病
床
利
用
率
の
低
迷
や
毎
年
度
生
ず
る
中
央

病
院
に
係
る
多
額
の
減
価
償
却
費
、
急
速
な
高
齢
化
に
伴
い
医
療
費
を
抑
制
す
る
医
療
制
度
改
革
な
ど
非
常
に
厳
し
い
状
況
が
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
救
急
医
療
等
の
政
策
医
療
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
規
定
に
よ
り
一
般
会
計
か
ら
新
法
人
に
対
し
て
運
営
費
負
担
金
と
し
て
支
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
経
営
に

あ
た
っ
て
は
、
運
営
費
負
担
金
の
妥
当
性
を
県
民
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
部
門
別
の
損
益
を
把
握
す
る
な
ど
、
適
切
な
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

新
法
人
は
、
県
民
の
税
金
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
り
承
継
し
た
資
産
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
県
の
定
め
た
中
期
目
標
の
達
成
の
た
め
、
高
度
先
進
医
療
の
確
実
な
実
施
や
県

民
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
良
質
な
医
療
を
提
供
し
、
県
内
の
医
療
水
準
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
効
率
的
な
運
営
に
よ
り
経
営
基
盤
の
強
化
に
努
め
、
県
の
基
幹
病
院
と
し
て
県
民
の
期
待
に
十
分
応
え

る
よ
う
一
層
努
力
さ
れ
た
い
。
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